
林業・木材産業改善資金造成費補助金（拡充）

【平成21年度予算額 ７１，０００（２０，０００）千円】

事業のポイント
林業・木材産業経営の改善等を目的として、新たな事業の開始や新たな

生産・販売方式の導入等に必要な無利子資金の貸付けを行います。

・林業・木材産業改善資金は、事業者の自主的な努力に対して無利子貸付けを行う制度
資金です。
・新しく事業を始める、機材や設備を充実させる、働く環境を整えるなど、様々な事業
計画をサポートします。
・事業者の創意工夫を活かして様々な事業に活用可能です。

政策目標
森林施業の集約化と高性能林業機械の導入を進め、「効率的かつ安定的

な林業経営」を担い得る者による事業量が６～７割程度を占める林業構造
を実現

＜内容＞
森林施業の集約化と低コスト生産に向けた条件整備の推進
高性能林業機械の導入をはじめ、先進的な生産・販売方式の導入等に必要な無利

子資金の貸付けに充てるための資金の造成に必要な経費を、都道府県に対して補助

します。

【貸付枠１００（１００）億円】

＜補助率＞
２／３

＜事業実施主体＞
都道府県

＜事業実施期間＞
平成１５年度～

［担当課：林野庁企画課］


